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1. 登録型派遣・製造業務派遣
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業務別・雇用形態派遣労働者数の内訳

４５万人 １９万人

１６万人 １０万人

２５万人 ２２万人

常時雇用される労働者（８６万人）常時雇用される労働者以外の労働者（５１万人）

いわゆる「２６業務」
※通訳、秘書、機械設計
の業務等

（６４万人）

上記以外の業務
※一般事務、営業、販
売、倉庫・運搬関連、
イベント・キャンペーン
関連の業務等

（４７万人）

製造業務
（２６万人）

（出典）平成23年6月1日現在の派遣事業報告（確報）における、平成23年6月1日時点の労働者数

Ｈ２３．６.１現在 総数１３７万人
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雇用契約期間 30日以内
30日超

3ヵ月以内
3ヵ月超6ヵ

月以内
6ヵ月超
1年以内

1年超3年
以内

3年超5年
以内

5年超
期間の定

めなし

全体 4.1 32.4 18.0 10.3 9.4 2.5 2.1 21.3

常用雇用型 2.9 29.3 17.8 11.3 9.9 3.0 2.8 23.0

登録型 5.6 38.1 18.7 9.2 8.8 1.9 1.1 16.5

（単位：％）

雇用契約期間・派遣契約期間別の派遣労働者数（登録型・常用雇用型）（派遣労働者調査）

１．雇用契約期間

２．派遣契約期間

3（出典） 厚生労働省職業安定局需給調整事業課「派遣労働者実態調査」（インターネットを利用したアンケート調査）（2013年3月）

派遣契約期間 30日以内
30日超

3ヵ月以内
3ヵ月超6ヵ

月以内
6ヵ月超
1年以内

1年超3年
以内

3年超5年
以内

5年超
期間の定

めなし

全体 3.1 20.7 13.8 11.2 16.8 7.4 11.5 15.5

常用雇用型 1.7 17.9 13.4 11.5 18.3 8.9 13.5 14.8

登録型 4.8 25.6 15.5 11.3 15.9 5.6 9.2 12.1

無期雇用 2.2 12.1 10.0 9.2 15.8 7.9 14.6 28.2

有期雇用 3.2 24.3 15.5 12.3 17.4 7.6 10.7 9.0
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建築設備
運転、点
検、整備

案内・受付、
駐車場管
理等

研究開発

事業の実
施体制の
企画、立
案

書籍等の
制作・編集

広告デザ
イン

インテリア
コーディ
ネータ

アナウン
サー

OAインス
トラクショ
ン

テレマー
ケティング
の営業*

セールスエ
ンジニアの
営業、金融
商品の営
業*

放送番組
等におけ
る大道具・
小道具

1.1 2.9 3.6 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.5 2.1 0.5 0.1

0.7 4.2 2.7 0.0 0.3 0.5 0.0 - 0.5 2.7 0.4 -

1.6 1.7 4.5 0.6 0.2 0.2 0.1 0.0 0.6 1.5 0.7 0.1

営業(*を
除く）

販売 一般事務 介護
医療関連
業務

物の製造
倉庫・搬送
関連業務

イベント・
キャンペー
ン関連業
務

その他 不明

0.4 2.2 16.7 1.2 0.8 18.5 6.0 0.3 9.4 1.2

0.4 2.2 23.2 1.4 1.0 17.4 7.9 0.5 7.2 1.0

0.4 2.2 10.8 1.0 0.5 19.5 4.2 0.2 11.4 1.4

計
ソフトウェ
ア開発

機械設計
放送機器
等操作

放送番組
等演出

事務用機
器操作

通訳、翻
訳、速記

取引文書
作成

デモンスト
レーション

添乗
建築物清
掃

全体 100.0 7.5 4.7 0.6 0.2 19.5 0.4 0.9 0.1 0.1 0.9

登録型 100.0 1.8 0.9 0.2 0.1 23.6 0.6 1.1 - - 0.7

常用雇用型 100.0 12.8 8.1 1.0 0.4 15.8 0.2 0.6 0.1 0.2 1.1

従事する業務別の派遣労働者数（登録型・常用雇用型）（派遣労働者調査）
（単位：％）

26
業
務

26
業

務
以
外

資料出所：厚生労働省「平成24年派遣労働者実態調査」
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労働者派遣を利用する理由（派遣先調査）

（単位：％）

総数 一時的・
季節的な
業務量の
増大に対
処するた
め

必要な人
員を迅速
に確保で
きるため

専門的な
知識・技
術を必要
とするた
め

専門的な
知識・技
術が必要
無い業務
であり、
正社員が
従事する
必要が無
いため

教育訓練
をする必
要がない
ため

コストが
割安なた
め

雇用管理
の負担が
軽減され
るため

勤務時間
が常用労
働者と異
なる業務
であるた
め

雇用調整
が容易で
あるため

正社員の
数を抑制
するため

不明

総数 100.0 54.9 63.6 32.2 7.1 5.5 14.8 14.6 3.7 19.1 11.1 2.4

１．正社員ではなく派遣労働者を受け入れる理由（複数回答）

総数 一時的・季
節的な業務
量の増大に
対処するた
め

必要な人員
を迅速に確
保できるた
め

専門的な知
識・技術を
必要とする
ため

教育訓練を
する必要が
ないため

コストが割
安なため

雇用管理の
負担が軽減
されるため

雇用調整が
容易である
ため

不明

総数 100.0 49.3 65.2 32.5 9.7 9.3 21.4 21.7 3.2

２．パート、アルバイト、契約社員ではなく派遣労働者を受け入れる理由（複数回答）

（出典）厚生労働省職業安定局需給調整事業課「労働者派遣の実態に関するアンケート調査（派遣先調査）」（平成24年12月実施）



17.0

16.3

23.9

10.7

10.7

2.0

21.8

17.4

14.0

9.9

46.3

21.2

2.1

6.5

25.9

18.2

16.8

9.3

16.6

0.9

13.0

11.6

14.9

8.7

43.2

9.1

1.0

5.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

専門的な資格・技能を活かせるから

より収入の多い仕事に従事したかったから

自分の都合のよい時間に働けるから

勤務時間や労働日数が短いから

簡単な仕事で責任も少ないから

就業調整（年収の調整や労働時間の調整）をしたいから

家計の補助、学資等を得たいから

自分で自由に使えるお金を得たいから

勤務時間が短いから

組織に縛られたくなかったから

正社員として働ける会社がなかったから

家庭の事情（家事・育児・介護等）や

他の活動（趣味・学習等）と両立しやすいから

体力的に正社員として働けなかったから

その他

登録型

常用雇用型

（複数回答）（％）
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現在の就業形態を選んだ理由（派遣労働者）

（出典）厚生労働省「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」
（注）この調査において、「登録型」とは派遣会社に派遣スタッフとして登録しておく状態を、「常用雇用型」とは派遣会社に常用労働者（①期間を定めずに雇われている者、②１ヵ月
を超える期間を定めて雇われている者、③日々雇われている者又は１ヵ月以内の期間を定めて雇われている者であって、平成22年８月及び９月の各月に各々18日以上雇われた
者）として雇用されている状態を、それぞれ指す。



派遣という働き方を選んだ理由（性別・年齢階層別） （派遣労働者調査）

（出典） 厚生労働省職業安定局需給調整事業課「派遣労働者実態調査」（インターネットを利用したアンケート調査）（2013年3月）

※全体で降順ソート

n=

正

社

員

と

し

て

働

き

た

い

が

、
職

が

見

つ

か

ら

な

か

っ
た
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き

な

勤

務

地

、

勤

務

期

間

、

勤

務

時

間

を

選

べ

る

働

き

た

い

仕

事

内

容

を

選

べ

る

私

生

活

（
家

庭

、
趣

味

、
育

児

、
介

護

）

と

の

両

立

が

図

れ

る

派

遣

会

社

の

仕

事

紹

介

が

迅

速

で

便

利

（
就

職

活

動

が

不

要

）

他

の

非

正

規

雇

用

（
パ
ー

ト

や

契

約

社

員

）
と

比

べ

て

賃

金

水

準

が

高

い

残

業

や

休

日

出

勤

が

少

な

く

て

済

む

会

社

の

人

間

関

係

に

煩

わ

さ

れ

ず

に

済

む

専

門

的

な

知

識

や

資

格

を

活

か

せ

る

様

々

な

仕

事

・

職

場

を

経

験

で

き

る

経

験

や

学

歴

が

な

く

て

も

希

望

す

る

仕

事

に

就

け

る

実

務

経

験

を

積

み

、

キ

ャ
リ

ア

ア

ッ
プ

（
正

社

員

へ

の

登

用

や

転

職

）
を

図

れ

る

そ

の

他

特

に

理

由

は

な

い

(4,000) 38.8 33.6 26.3 18.6 17.5 16.6 13.3 12.1 10.0 8.1 8.1 5.0 3.3 6.4 
(1,057) 49.5 16.8 18.9 8.1 14.4 9.5 8.5 9.8 13.2 6.6 9.1 6.5 4.1 11.2 

20～24歳 (19) 36.8 31.6 36.8 5.3 21.1 5.3 10.5 5.3 5.3 10.5 21.1 5.3 5.3 10.5 
25～29歳 (44) 52.3 20.5 18.2 6.8 18.2 6.8 6.8 4.5 6.8 9.1 11.4 11.4 - 4.5 
30～34歳 (131) 38.9 13.0 22.9 9.9 15.3 12.2 9.9 6.9 6.1 6.9 14.5 10.7 4.6 11.5 
35～39歳 (203) 40.4 19.2 25.1 11.3 19.7 9.4 5.9 10.8 12.8 10.8 13.8 10.8 5.4 12.3 
40～44歳 (219) 53.9 15.5 18.3 8.2 11.4 8.7 5.9 11.0 8.7 6.4 8.2 6.4 4.1 13.7 
45～49歳 (194) 63.9 18.6 17.0 4.1 13.9 8.2 7.2 8.8 13.9 5.7 4.6 5.7 2.6 6.2 
50～59歳 (171) 55.0 11.7 11.7 6.4 12.3 11.1 11.7 12.3 19.3 4.7 5.3 0.6 3.5 12.9 
60歳以上 (76) 31.6 22.4 14.5 11.8 9.2 9.2 17.1 10.5 30.3 - 5.3 1.3 6.6 13.2 

(2,943) 35.0 39.6 29.0 22.3 18.6 19.2 15.0 12.9 8.8 8.7 7.7 4.5 3.0 4.7 
20～24歳 (31) 19.4 32.3 25.8 22.6 9.7 16.1 32.3 16.1 3.2 6.5 19.4 9.7 6.5 6.5 
25～29歳 (259) 29.0 38.2 25.5 23.6 16.6 21.2 19.3 13.5 7.3 5.8 14.3 7.3 2.3 6.9 
30～34歳 (550) 31.5 45.1 33.1 24.2 22.2 18.0 17.5 12.7 5.5 8.2 10.4 3.8 2.4 3.8 
35～39歳 (800) 34.0 41.0 33.6 23.4 19.5 17.4 13.3 12.6 7.6 10.0 7.0 5.5 3.8 4.3 
40～44歳 (689) 37.6 41.9 28.7 19.3 20.6 20.6 12.9 12.9 9.9 8.9 6.7 3.3 2.5 4.4 
45～49歳 (386) 40.7 33.7 21.8 22.0 11.9 17.4 15.3 14.0 10.9 9.1 4.7 4.7 3.4 5.4 
50～59歳 (211) 37.4 27.0 21.3 22.7 15.6 25.1 12.8 12.3 14.2 6.6 3.3 1.9 3.8 5.7 
60歳以上 (17) 47.1 17.6 - 17.6 5.9 23.5 23.5 5.9 41.2 17.6 - - - - 

(%)

性
別
×
年
齢
別

男性 計

女性 計

全体

38.8
33.6

26.3
18.6 17.5 16.6 13.3 12.1 10.0 8.1 8.1 5.0 3.3 6.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

※数表内の網掛け

　（N=30未満は除く）

全体値＋

全体値－

全体値＋

全体値－

10ｐｔ

10ｐｔ

5ｐｔ

5ｐｔ

7
（複数回答）



派遣元事業主への不満（雇用形態別・派遣形態別） （派遣労働者調査）

（出典） 厚生労働省職業安定局需給調整事業課「派遣労働者実態調査」（インターネットを利用したアンケート調査）（2013年3月）

※全体で降順ソート

n=
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が
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が
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が
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派
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い

派

遣

会

社

に

お

け

る
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利
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生

が

不

十

分

で

あ

る

仕

事

上

の
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み

や

ト

ラ

ブ

ル

に

き

ち
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と

対

応

し

て

く

れ

な

い

派

遣
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教
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金
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高

い

仕

事

を

紹

介

し

て

も

ら
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な

い キ

ャ
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ア
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相
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に

乗

っ
て

も

ら

え

な

い

そ

の

他

特

に

不

満

は

感

じ

な

い

(4,000) 42.4 29.0 22.8 20.3 19.8 15.2 9.1 7.8 7.3 6.1 3.5 2.6 2.3 1.6 3.5 16.0 

男性 (1,057) 44.6 24.8 23.7 29.4 21.5 12.6 7.9 6.1 4.8 7.9 4.0 3.5 2.3 1.3 2.1 15.9 

女性 (2,943) 41.7 30.5 22.4 17.1 19.2 16.1 9.5 8.4 8.1 5.5 3.3 2.3 2.3 1.6 3.9 16.0 

無期雇用 (1,018) 39.0 28.0 25.3 21.2 19.7 10.4 10.0 9.2 7.8 6.3 2.9 2.0 1.3 1.9 3.4 15.3 

有期雇用 (2,807) 43.7 29.8 21.8 20.0 20.3 17.1 9.0 7.2 6.9 6.3 3.7 2.9 2.6 1.5 3.5 15.6 

わからない (175) 41.1 22.3 22.9 20.6 10.9 11.4 5.1 8.6 9.1 1.7 2.9 2.9 2.9 0.6 2.9 26.9 

常用雇用型派遣 (2,135) 38.5 30.8 23.7 21.0 21.5 9.2 9.4 8.7 7.4 6.4 3.0 2.3 1.7 1.9 3.0 17.5 

登録型派遣 (1,650) 47.9 27.9 21.6 19.9 18.4 23.8 9.0 6.8 7.2 6.2 4.0 3.0 3.1 1.0 3.9 12.8 

わからない (215) 39.1 19.5 22.3 17.2 13.5 8.4 7.0 5.1 6.0 2.8 4.2 2.8 1.9 1.9 4.2 25.1 

(%)

全体

性
別

雇
用
形
態
別

派
遣
形
態
別

42.4

29.0
22.8 20.3 19.8

15.2
9.1 7.8 7.3 6.1 3.5 2.6 2.3 1.6 3.5

16.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

※数表内の網掛け

　（N=30未満は除く）

全体値＋

全体値－

全体値＋

全体値－

10ｐｔ

10ｐｔ

5ｐｔ

5ｐｔ

8（複数回答）



製造業務派遣の改正経緯

平成11年改正（平成11年12月施行）

【内容】対象業務の原則自由化（従前は26業務のみ）。
ただし、物の製造業務（産休、育休、介護休業の場合を除く）については、本則上は自由化した上で、製

造業で働く労働者の割合の大きさ等を考慮して、激変緩和の視点から、附則により「当分の間、労働者
派遣事業を行ってはならない」とされる。

【改正趣旨】
・社会経済の構造変化と現下の厳しい雇用失業情勢（有効求人倍率当時最低0.46（H11年5,6月））
に対応し、労働者派遣での雇用の創出
・労働者と企業双方のニーズに対応
・労働者派遣事業の原則自由化を定めた新たな国際基準（ILO第181号条約）に対応

平成15年改正（平成16年3月施行）

【内容】附則により「当分の間」行ってはならなかった物の製造業務への労働者派遣の解禁。 （附則の削除）

【改正趣旨】
・平成11年の見直し規定に沿った改正
・現下の厳しい雇用失業情勢（完全失業率当時最高5.5%（H14年6,8月、H15年4月））に対応し、労
働者派遣での雇用の創出

・経済・産業構造の転換や国際化の進展に対応し、グローバルな面での製造業の競争力の向上を
図る

9



平成22年提出法案（第174通常国会提出閣法第60号）における規定振り（抄）

登録型派遣の原則禁止

（常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の禁止）
第三十五条の三 派遣元事業主は、その常時雇用する労働者でない者について労働者派遣を行つては
ならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の政令で定める業務及び当該業務以外の業務であつてその業務を迅速かつ的確に遂
行するために専門的な知識、技術若しくは経験を必要とする業務又はその業務に従事する労働者に
ついて、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業
務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合（26業務）
二 第四十条の二第一項第三号又は第四号に掲げる業務について労働者派遣をする場合（産休・育
休・介護休業の代替）
三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が六十歳以上の者である場合
四 当該労働者派遣が紹介予定派遣に係るものである場合

製造業務派遣の原則禁止

10

第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならな
い。

三 物の加工、組立てその他の物を製造する工程における作業として政令で定めるものに係る物の
製造の業務（その常時雇用する労働者を業として行う労働者派遣（次号、次節、第二十三条第二
項、第四項及び第五項並びに第四十条の二第一項第一号において単に「労働者派遣」という。）
により当該業務に従事させる場合における当該業務を除く。）



○ 各年６月１日現在で製造業務に従事した派遣労働者は、平成20年に約56万人でピークとなった後、平成21

年にほぼ半減し、その後25万人程度で推移している。

○ 全派遣労働者に占める製造業務に従事した派遣労働者の割合は、平成21年以降若干上昇傾向にある。
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製造業務に従事した派遣労働者数の推移

※各年6月1日時点の人数 資料出所：労働者派遣事業報告
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雇用契約期間 30日以内
30日超

3ヵ月以内
3ヵ月超6ヵ

月以内
6ヵ月超
1年以内

1年超3年
以内

3年超5年
以内

5年超
期間の定

めなし

全体 4.1 32.4 18.0 10.3 9.4 2.5 2.1 21.3

物の製造業務 4.8 30.4 14.3 8.5 8.8 1.5 1.8 29.9

（単位：％）

雇用契約期間・派遣契約期間別の派遣労働者数（製造業務に従事する派遣労働者）

１．雇用契約期間

２．派遣契約期間

12（出典） 厚生労働省職業安定局需給調整事業課「派遣労働者実態調査」（インターネットを利用したアンケート調査）（2013年3月）

派遣契約期間 30日以内
30日超

3ヵ月以内
3ヵ月超6ヵ

月以内
6ヵ月超
1年以内

1年超3年
以内

3年超5年
以内

5年超
期間の定

めなし

全体 3.1 20.7 13.8 11.2 16.8 7.4 11.5 15.5

物の製造業務 2.5 21.6 13.1 11.6 16.1 5.3 7.3 22.6



○ 平成25年７月現在の就業者数は6,311万人、うち製造業の就業者は1,053万人となっている。

○ また、近年では、就業者全体と比較した場合の製造業就業者の減少幅が大きい。

製造業の就業者の状況

現数値
実数
（万人）

就業者 6,311

雇用者
自営業主・家族従業者

5,547
733

（主
な
産
業
別
就
業
者
）

農業、林業
建設業
製造業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
サービス業（他に分類されないもの）

222
472

1,053
194
322

1,053
221
375
247
293
741
401

①平成25年７月現在の就業状況

（出典）労働力調査（基本集計）平成25年７月分（速報）
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②就業者全体と製造業就業者数の推移（年平均）

（出典）労働力調査 13



36.7

64.6

14.6

14.9

3.3

34.2

10.2

25.2

4.7

5.7

58.5

71.9

21.5

11.3

4.8

20.2

8.3

30.0

4.5

2.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

一時的・季節的な業務量の変動に対処するため

欠員補充等必要な人員を迅速に確保できるため

常用労働者数を抑制するため

雇用管理の負担が軽減されるため

社内を活性化するため

専門性を活かした人材を活用するため

自社で養成できない労働力を確保するため

軽作業、補助的業務等を行うため

勤務形態が常用労働者と異なる業務のため

その他

総数

うち製造業

（複数回答）（％）

派遣労働者を就業させる主な理由（派遣先調査）

資料出所：厚生労働省「平成24年派遣労働者実態調査」 14



労働災害の状況

資料出所：厚生労働省労働基準局「労働災害発生状況の分析」、 労働者派遣事業報告、総務省「労働力調査」

製造業
23.7%

建設業
14.3%

陸上貨

物運送

事業
11.6%

第三次産

業 43.4%

その他の

事業 7.2%

全労働者の労働災害の業種別割合

15

製造業
60.6%

建設業
1.0%

陸上貨物

運送事業
13.8%

商業 7.3%

その他の

事業
17.3%

3,117人

※休業４日以上の死傷者数

派遣労働者の労働災害の業種別割合

119,576人

※休業４日以上の死傷者数

（備考）
○ 製造業の就業者の割合：16.5％（平成24年）
○ 全就業者に占める労働災害による休業４日以上の死傷
者数の割合：0.19％（平成24年）

（備考）
○ 製造業務に従事する派遣労働者の割合
：19.1％（平成23年６月１日）

○ 全派遣労働者に占める労働災害による休業４日以上の
死傷者数の割合：0.22％（平成23年）



派遣労働者の労働災害の状況

資料出所：厚生労働省労働基準局「労働災害発生状況の分析」

派遣労働者の労働災害による
休業４日以上の死傷者数の推移
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死亡災害
死亡災害が休業４日
以上の死傷者数に
占める割合

全労働者 1,093 0.91％

派遣労働者 15 0.48％

労働災害による死亡者数（平成24年）



（出典）厚生労働省「非正規労働者の雇止め等の状況」

平成20年10月～
23年３月の累計

（平成22年12月時点）

23年
１月報告

２月報告 ３月報告 ４月報告 ５月報告 ６月報告 ７月報告 ８月報告 ９月報告 10月報告

合計 152,479 70 294 1,004 899 404 546 256 191 154 115

製造業 146,840 70 294 897 581 404 546 207 191 154 115

運輸・郵便業 1,079 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0

卸・小売業 307 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0

その他 4,253 0 0 39 284 0 0 49 0 0 0

派遣労働者の雇止め等の状況について
（単位：人）

（注１）全国の労働局及び公共職業安定所（ハローワーク）を通じて、事業所に対する任意の聞き取り等により、実施済み又は実施予定として、把握したものであり、全ての離職
事例やその詳細を把握したものではない。

（注2）派遣元事業所、請負事業所において正社員として雇用されているものを含む。
（注3）「雇止め等」とは、派遣契約の中途解除や再契約停止有期雇用契約の再契約停止などによる雇用調整などをいう。
（注4）平成23年1月報告分から、一つの事業所において30人以上の離職（予定）者数の情報を把握できた雇止め等の状況についてまとめたものに変更している。また、これ以前

は、平成20年10月から各月の時点で実施済み又は実施予定として把握したものを累計して公表したものである。

11月報告 12月報告
24年
１月報告

２月報告 ３月報告 ４月報告 ５月報告 ６月報告 ７月報告 ８月報告 ９月報告 10月報告

合計 273 560 408 549 538 119 136 344 219 126 434 311

製造業 273 531 408 480 538 119 136 344 219 126 434 114

運輸・郵便業 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0

卸・小売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
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派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置

平成24年派遣法改正において、以下の規定が指針から法律に格上げされた。

○ 派遣先は、派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保、
休業手当等の支払いに要する費用の負担等の措置を講じなければならない（法29条の２）

○ 派遣契約に、派遣契約の解除時に講ずる派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払い
に要する費用の負担等に関する事項を盛り込まなければならない（法26条）

派遣元・派遣先指針の事項を、平成24年改正にて法律事項に格上げ

○いわゆる「派遣切り」への対処として、労働者派遣契約の中途解除が派遣労働者の解雇、雇止め等につながる
ことのないよう、平成21年３月に派遣元・派遣先指針を改正。

企業（派遣先）

派遣会社（派遣元）

派遣労働者

労働者派遣契約
（企業間の民事契約）

有期労働契約
解雇・雇止め

企
業
間
の
契
約

労
働
契
約
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中途解除
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○ 被災３県においては、全就業者の約16％が製造業に従事している。

製造業
16%

卸売業、小売業
16%

医療、福祉
11%

建設業
10%

運輸業、郵便業
5%

宿泊業、

飲食サービス業
5%

教育、学習

支援業
5%

その他
32%

被災３県における産業別就業者割合

○被災３県（岩手、宮城、福島）における
全就業者：277万人

○うち製造業の就業者：44.3万人

被災３県における就業者数の状況

資料出所：総務省「平成24年就業構造基本調査」


